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議第７７号 

中津川市各種委員等給与条例の一部改正について 

中津川市各種委員等給与条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

令和元年６月４日提出 

中津川市長 青 山 節 児  

提 案 説 明 

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正に伴い、この条例を

定めようとする。 
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中津川市各種委員等給与条例の一部を改正する条例 

中津川市各種委員等給与条例（昭和３２年中津川市条例第２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

別表第１を次のように改める。 

別表第１（第２条関係） 

職区分 報酬額 

監査委員 議会選出の委員 月額 ２２，０００円

識見を有する委員 月額 ５４，０００円

固定資産評価審査委員会委員 日額 ８，０００円

公平委員会委員 日額 ８，０００円

選挙管理委員会 委員長 日額 １０，４００円

委員 日額 ８，９００円

選挙長及び開票管理者 日額 １０，８００円

投票管理者 投票所 日額 １２，８００円

期日前投票所 日額 １１，３００円

選挙立会人及び開票立会人 日額 ８，９００円

投票立会人 投票所 日額 １０，９００円

期日前投票所 日額 ９，６００円

指定病院等における不在者投票の外

部立会人 

日額１０，９００円の範囲内で、従事

する時間に応じ、任命権者が市長と協

議して定める額 

農業委員会 会長 月額２０，５００円に、年額４８５，

０００円以内で市長が別に定める額を

加算した額 

委員 月額１６，５００円に、年額４８５，

０００円以内で市長が別に定める額を

加算した額 

農地利用最適化推 月額１５，０００円に、年額４８５，
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進委員 ０００円以内で市長が別に定める額を

加算した額 

教育委員会委員 月額 ３１，０００円

スポーツ推進委員 年額 ３５，０００円

介護認定審査会

委員 

医師・歯科医師 日額 ２０，０００円

その他の委員 日額 １６，０００円

障害認定審査会

委員 

医師 日額 ２０，０００円

その他の委員 日額 １６，０００円

地方自治法第２０７条に該当する者 日額 ７，０００円

執行機関の附属機関である審査会、

調査会、委員会等の委員 

日額７，０００円の範囲内で任命権者

が市長と協議して定める額 

地方公務員法第３条第３項第３号に

該当する職にある者 

任命権者が市長と協議して定める額 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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